
CCS 年末調整・法定調書 令和７年版での変更点・注意点について 
 

令和７年分の年末調整計算と帳票印刷に対応しました。 

ご利用にあたっては本解説をよくお読みいただき、ご理解・ご了承のうえ作業を行ってください。 

変更点一覧と解説 

（１）控除対象扶養親族等の所得要件の改正について 

（２）基礎控除額・給与所得控除の改正について 

（３）特定親族特別控除について 

（４）源泉徴収簿：欄外に特定親族特別控除額を記載 

（５）源泉徴収票：特定親族特別控除の記載 など 

 

※令和 7 年分の年末調整計算自体に関する詳細については税務署・国税庁配布の「令和 7 年分 

 年末調整のしかた」や「令和 7 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を 

 ご確認ください。 

 

※製品マニュアルの電子版(PDF 形式)は「スタート」メニュー内に登録されています。「スタート」→「す

べて」→「CCS サポート」→「CCS 年末調整・法定調書 令和７年版マニュアル」の順にクリックしてご

覧ください。（Windows10 の場合は「スタート」→「CCS サポート」・・・ の順に操作します） 

 

※本ソフトは e-Tax および eL-Tax、国税庁年末調整計算ソフトなどの電子申告データ、控除証明書デー 

タ(CSV、XML 等)の作成・読み取りには対応しておりません。 

（令和８年版（令和９年提出用）より法定調書および合計表の CSV データ作成に対応予定） 

 

 

  令和７年 11 月 

 
TEL: 0570-064-540(10:00～12:00) 

FAX: 06-6325-3050(24時間) 

MAIL：support@ccss.co.jp 

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/index.htm


（１）控除対象扶養親族等の所得要件の改正について 

 

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。 

12 月 1 日以後に行う年末調整にあたって従業員から「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」等が提

出され、扶養親族等の人数などの変更があった場合は「所得控除に関する入力」の入力を変更してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国税庁発行「令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について（源泉所得税関係）」より抜粋） 

 

※年末調整の「特定親族特別控除」については「所得控除に関する入力」の「控除対象扶養親族等」欄

にある「特定親族特別控除の設定」ボタンで所得の入力を行います。 

※「特定親族」の一部（合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下の人）が「源泉控除対象親族」と 

なるのは令和 8 年分（2026 年)の源泉徴収からです。令和 7 年の年末調整では適用されません。 

 

 

 

  



（２）基礎控除額・給与所得控除の改正について 

 
基礎控除額や給与所得控除額の改正が行われました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（国税庁発行「令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について（源泉所得税関係）」より抜粋） 

 
いずれも「所得控除に関する入力」画面で自動的に計算されます。 
 
 

※旧制度で年末調整を行う場合 

 
令和７年中に死亡により退職した人及び年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者と 

なった人などで、居住者として最後に給与の支払いを受けた日が令和 7 年 11 月 30 日以前である人の年

末調整を行う場合は、「従業員情報」画面の「年末調整をする」欄を「する（旧制度で計算）」に設定して

ください。改正後の基礎控除や給与所得控除などが適用されません。 

 
 
 
 
 
 
 
いずれの設定でも源泉徴収票の様式は令和 7 年の年末調整に対応した新様式で印字されます。 

旧様式での印刷をすることはできません。 

 



（３）特定親族特別控除について 

 
「特定親族特別控除」の入力を行うには「所得控除に関する入力」の「■控除対象扶養親族等」にある「特

定親族特別控除の設定」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボタンをクリックすると下図の入力画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特定親族に「該当する」設定または「所得の見積額」の入力や変更による控除対象扶養親族や特定扶養親

族の人数増減は自動的には行われませんのでご注意ください。 
 

例えば特定扶養親族であった方の所得の見積額が増加して特定親族に該当することになった場合（＝合

計所得金額が 58 万円超 123 万円以下になった場合）は、控除対象扶養親族および特定扶養親族でなくな

るため、「特定親族特別控除の設定」欄の変更だけではなく、「控除対象扶養親族の数」および「特定扶養

親族」欄の人数を確認して、適切に修正してください。 

 

  

従業員情報の「扶養等氏名」

の「控除対象扶養親族等（16

歳以上）」欄に名前が入力さ

れている扶養親族が表示さ

れます。 

「該当する」を選択すると

「所得の見積額」を入力で

きるようになります。所得

の見積額を入力すると「控

除額」が自動計算されます。 

（控除額の直接入力はでき

ません） 



（４）源泉徴収簿：欄外に特定親族特別控除額を記載 

 
特定親族特別控除の適用がある場合は、源泉徴収簿の欄外に「※ 特定親族特別控除額（(17)-2） 

〔 XXX,XXX 円 〕」のように印字されます。「(20)所得控除の合計額」にも合算されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）源泉徴収票：特定親族特別控除の記載 など 

 
年末調整を行った従業員について、特定親族特別控除の適用がある場合は源泉徴収票の該当欄に記載さ

れます。その他、令和７年分の書式に応じて所定の変更を行いました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


